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監査結果報告書 

 

 

１ 監査の種別〔テーマ〕   

定期監査〔審議会等の運営及び活動状況について〕 

 

 

２ 監査の目的   

本市において設置されている審議会等が、設置目的の趣旨に沿って適正かつ効

率的に運用され、活動が行われているか。 

また、その活動の成果により、住民の福祉の増進に寄与しているかという観点

から、審議会等を取り巻く現状・課題を検証し、今後の改善点を示すことにより、

適正で効率的な市政運営の確保に資することを目的として監査を実施した。 

 

 

３  監査の対象 

   地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づき附属機関として設置された

審議会等及びこれに準ずるもので、平成２８年１月１日現在設置されている審

議会等を対象とする。   

 ただし、市職員及び関係行政機関のみで構成されているものを除く。 

 

 

４ 監査の期間 

   平成２８年１月１３日から平成２８年３月２２日まで 

 

 

５ 監査を実施した監査委員 

   山 田 義 雄 

   浦 川 康 二 

 

 

６ 監査の方法 

審議会等の活動状況等について、担当課から事前に調査票等の提出を求めると

ともに、関係職員から説明を聴取し、監査を実施した。 
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７ 監査の着眼点 

 

（１）審議会等の設置状況について 

ア 設置根拠や目的は明確か。 

イ 廃止・統合すべきものはないか。 

（２）審議会等の委員構成について 

ア 委員の選任にあたり女性委員及び公募委員の登用に努めているか。 

イ 委員の在任期間が長期にわたっていないか。 

ウ 重複して多数の機関の委員を選任していないか。 

（３）審議会等の会議運営について 

ア 会議の開催が適切に行われているか。 

イ 会議の出欠はどういう状況になっているか。 

ウ 委員への報酬等に基準が定められ、予算は適正に執行されているか。 

    

 

８ 監査の結果 

   監査の結果は、次のとおりである。 

 

（１）審議会等の設置状況について 

  ア 設置根拠別の設置数については、表１（詳細については、別表１及び別

表２参照）のとおりである。 

表１

区分

設置根拠 法令必置 法令任意 条例 小計 規則 要綱 小計

設置数 6 8 17 31 5 30 35 66

（単位：機関）

附属機関 附属機関に準ずる機関

合計

 
※法令必置：法律で設置が義務付けられているもの。 

法令任意：法律で設置できると定められており、条例等で設置されたもの。 

条例：法律に定めがないが、市の条例で独自に設置されたもの。 

  

調査票により事前調査を行なった結果、対象審議会等の設置数６６機関の

うち、附属機関は３１機関で、設置根拠別で見ると法令必置が６機関、法令

任意が８機関、条例が１７機関となっており、条例設置によるものが半数以

上を占めていた。 

附属機関に準ずる機関は３５機関で、規則が５機関、要綱が３０機関とな

っており、要綱設置によるものが８６％を占めていた。 

※附属機関とは、地方自治法第 138 条の 4 第 3 項の規定に基づき、執行機関（市長、教育
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委員会等）の要請により行政執行のために必要な調停、審査、諮問又は調査等を行うこ

とを職務とする機関をいう。 

※附属機関に準ずる機関とは、法律や条例によらず規則や要綱に基づき設置されている機

関で、附属機関と同等の機能を果たしているものをいう。 

     

 

    イ 廃止、統合が考えられるもの 

     ヒアリングの結果、表２のとおり審議会等の目的達成等の理由により、廃

止予定が法令任意の１機関、要綱設置の４機関で、廃止検討を要するもの

が法令任意の１機関、要綱設置の６機関、また要綱の改正（統合）を検討

するものが２機関であった。（詳細は、別表３参照） 

     

表２ （単位：機関）

区 分

設置根拠 法令必置 法令任意 条例 規則 要綱

廃止予定 0 1 0 0 4

廃止検討 0 1 0 0 6

改正検討 0 0 0 0 2

附属機関 附属機関に準ずる機関

 

 

（２）審議会等の委員構成について 

委員構成については、関係団体代表が最も多く４２％を占めている。次い

で、その他、学識経験者、市職員、関係行政機関職員、市議会議員の順とな

っている。 

委員構成については、表３のとおりである。 

  

表３

附属機関 460 79 214 17 43 32 75

附属機関に

準ずる機関
402 51 148 7 47 64 85

計 862 130 362 24 90 96 160

構成比 100.0 15.1 42.0 2.8 10.4 11.1 18.6

関係行政

機関職員
その他市職員

（単位：人、％）

区　分
延　べ

委員数

学　識

経験者

関係団体

代　表

市議会

議　員

 

※委員数は平成２８年１月１日現在選任されている委員数。 



 - 4 - 

    ※委員構成の区分は、所管課から提出された資料に基づく。 

    ※市職員には、特別職等を含む。 

      

 

ア 女性委員の登用について 

   女性委員の登用については、「第２次雲仙市男女共同参画計画」におい  

て、審議会等の女性委員の割合を３１．９％（平成２９年度目標値）とされ

ている。 

   また、基本方針では「審議会等の委員への女性の参加促進と人材の発掘や

育成に努め、市政における意思決定過程に女性の声を反映させるシステムづ

くりを推進します。」とされている。 

   女性委員の登用状況は、表４のとおりである。 

   

表４

選任なし 10％未満
10％以上

20％未満

20％以上

30％未満
30％以上

附属機関 31 7 5 4 5 10 460 100

附属機関に

準ずる機関
35 14 4 3 6 8 402 78

計 66 21 9 7 11 18 862 178

構成比 100.0 31.8 13.6 10.6 16.7 27.3 - 20.6

女性委員を選任している機関数

（単位：機関、人、％）

区　分 機関数 委員数
女　性

委員数

 
 

イ 委員の在任期間が長期にわたっていないか。 

   ヒアリングの結果、いくつかの機関において設置以来、長期間在任されて

いる委員が見受けられた。 

 

  

 ウ 重複して多数の機関の委員を選任していないか。 

   調査の結果、一人で最高９機関の委員を兼任されており、また１４人の委

員においては、４機関から６機関の兼任が見受けられた。 
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（３）審議会等の会議運営について 

ア 会議の開催状況については、表５のとおりである。 

   

表５

区　分 年　度 機関数 ０回 １回 ２回 ３回 ４回以上

２５ 31 9 3 13 4 2

構成比 100.0 29.0 9.7 41.9 12.9 6.5

２６ 31 7 9 10 3 2

構成比 100.0 22.6 29.0 32.3 9.7 6.5

２７ 31 6 8 12 1 4

構成比 100.0 19.4 25.8 38.7 3.2 12.9

２５ 35 18 6 5 1 5

構成比 100.0 51.4 17.1 14.3 2.9 14.3

２６ 35 17 5 8 1 4

構成比 100.0 48.6 14.3 22.9 2.9 11.4

２７ 35 17 3 6 3 6

構成比 100.0 48.6 8.6 17.1 8.6 17.1

附属機関に

準ずる機関

（単位：機関、％）

附属機関

 
   ※平成２７年度は、年度末までに開催が決定しているものを含める。 

   附属機関は、平成２５年度から平成２７年度のいずれも年２回の開催が最

多であった。これに対し附属機関に準ずる機関は、いずれも未開催が最多で

あった。 

   未開催の理由は、「審議会等の目的を達成したため」が最も多く、次いで

「審議の案件なし」となっている。 

   

イ 会議の出欠状況について 

   ヒアリングの結果、おおむね出席状況は良好であった。 

 

ウ 委員への報酬等について 

附属機関の委員に対する報酬等については、地方自治法第２０３条の２の

規定により、報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、条例でこれを定

めなければならないとされている。 

   本市では、「雲仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例及び同規則」に基づき支給されており、附属機関については、すべ

ての機関において、条例等を根拠とし委員に対する報酬等を支給していた。 

   一方、附属機関に準ずる機関においては、地方自治法の規定は適用されな

いが、役務の提供に対する対価として、報償費及び旅費を支給できると解さ

れている。 
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９ 意見（むすび） 

     審議会等の運営及び活動状況について監査を実施した結果、おおむね適正

に運営されているが、会議の運営等や委員の選任等について、各主管課の対

応に統一性がなく、不備を是正するためのチェック機能が働いてないように

思われる。 

     この大きな要因には、審議会等の設置、運営、改廃、議事運営等に関する

方針や基準（指針）等がなく、各主管課にそれら全てを委ねてしまっている

ところにある。 

     例えば、他の審議会等の委員との兼任状況については、全庁的に委員登録

等の仕組みはあるものの、ほとんどの機関において１人の委員が数多くの委

員を兼任していることを把握できなかったことによるものである。 

     また、委員の選任において、女性委員の登用が進んでいない機関や、長期

選任等が解消されていない機関があるが、女性委員の登用については、法令

等により構成委員が限定されているものや、団体等からの推薦により、登用

が困難な審議会等もあるものと考慮できるが、「第２次雲仙市男女共同参画

計画」に基づき、男女がともに活躍できる社会となるよう、積極的に女性の

参加促進に努められたい。 

     一方、長期選任や兼任については、委員の負担軽減や、より多くの市民の

意見を取り入れるため、可能な限り解消に努めることが必要であり、特に相

当の年数が経過している現行の委員構成については、検証見直しを実施すべ

きである。 

国の審議会等の運営に関する指針では、兼任について、「委員がその職務

を十分に果し得るよう、一の者が就任することができる審議会等の委員の総

数は原則として最高３とし、特段の事情がある場合でも４を上限とする」ま

た、任期について、「原則として２年以内とする。再任は妨げないが、一の

審議会等の委員に１０年を超える期間継続して任命しない」と定めてあり、

主管課のみの審議会等の設置、運営だけにとどまらず、国や各市の状況等を

参考に、雲仙市として統一的な基準（指針）等を策定すべきと考える。 

         審議会等は、行政の多様化及び市民要望の多岐化に柔軟かつ的確に対応し、

市民とともに協働のまちづくりを進めていくうえで、大変重要な役割を担っ

ており、積極的な市民参加が期待される今後においては、市民の意思をいか

に反映できるかが審議会等の運営における課題である。 

          

 

         以上述べたことを踏まえ、今後とも行財政改革の視点を持ちながら、審議

会等の機能が十分に発揮されるように適切な運営を期待する。 








